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１，はじめに：多文化化する日本 

 現在、日本には約 223 万人の外国人が生活している（法務省在留外国人統計 2015 年末現

在）。これは日本の総人口の約 1.8％に当たり、その数は確実に増えている。また、現在の

日本の少子高齢化の傾向が長期的に変わらないとすれば、外国人の受け入れは不可避のも

のと考えられる。 
 このように、日本国内で定住外国人が増え、その人たちが日本社会の重要な構成員にな

るということを考えるとき、この人たちに対する基本的人権の保障が重要になってくる。

われわれの研究グループでは、このうち、言語面の問題点を取り上げ、〈やさしい日本語〉

という理念でこの問題に取り組んでいる。 
 本発表の目的は、今後、日本が「多文化共生社会」を目指す上で不可欠な理念である〈や

さしい日本語〉の理念とそれに関する取り組みの概略を紹介することにある（本発表の内

容について、より詳しいことは庵（2016）を参照していただきたい）。 
 
２，定住外国人に対する情報提供と〈やさしい日本語〉 

 本研究では、〈やさしい日本語〉（詳しい定義は後述）の観点から、定住外国人の問題を

論じていくが、まず、本研究がこれまで最も力を注いできたのは、定住外国人に対する情

報提供の問題である。本節ではこの点について述べる。 
 
2､1 阪神淡路大震災と〈やさしい日本語〉 

 外国人に対する情報提供が研究対象として初めて注目されたのは、阪神淡路大震災のと

きである。この震災では多くの外国人も被災したが、そのうち、英語も日本語も不自由で

あった人たちは、情報的に孤立し、二重に被災する結果となった。このことの反省をもと

に、心ある言語学者が中心となって始めたのが、災害時に簡単な日本語で情報を提供する

という取り組みであり、この研究において「やさしい日本語」という語が初めて専門用語

として用いられた（佐藤 2004）。 
 
Ａ．＜原文＞（理解率 30％）（松田ほか 2000） 
 けさ 5 時 46 分ごろ，兵庫県の淡路島付近を震源とするマグニチュード 7.2 の直下型の大

きな地震があり，神戸と洲本で震度６を記録するなど，近畿地方を中心に広い範囲で，強

い揺れに見舞われました。 
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Ｂ．＜言い換え文＞（理解率 90％） 
今日、朝、5 時 46 分ごろ、兵庫、大阪、などで、とても大きい、強い地震がありました。

地震の中心は、兵庫県の淡路島の近くです。地震の強さは、神戸市、洲本市で、震度が６

でした。 
 
2､2 「災害時」から「平時」へ：本研究における〈やさしい日本語〉 

 佐藤氏らの研究グループによる一連の研究は重要なものであり、2011 年の東日本大震災

の際にも活用された。しかし、「定住外国人に対する情報提供」ということを一般的に考え

ると、問題は、こうした「災害時」に限られるわけではなく、むしろ「平時」こそ重要で

あると言える。なぜなら彼／彼女たちが過ごす時間の大部分は「平時」であるからである。 
 本研究では、以上の点を踏まえ、主に平時における、外国人向けの情報提供の手段とし

ての日本語のバリエーションを〈やさしい日本語〉と呼ぶ。 
 
2.3 「やさしい」の多義性 

 本発表では、われわれの立場からした〈やさしい日本語〉について論じていくが、その

前に、日本語における「やさしい」ということばの意味について、少し述べておきたい。 
 日本語では「やさしい」という語は、少なくとも 2 つの意味がある。1 つは、「容易」と

いうことであり、もう 1 つは、「他人に親切」ということである。両者は、日本語では同音

異義語であり、その違いは漢字を使って区別されている。しかし、本研究の日本語での成

果物においては、あえて漢字を使わずひらがなで「やさしい」という表記を用いている。

それは、本研究で言う「やさしい」には”easy”だけでなく、他者を思いやる”kind, gentle”
という意味も含まれているからである。 
 
３．〈やさしい日本語〉が目指すもの（1）：定住外国人に対する情報提供 

 本節と 4 節では、〈やさしい日本語〉の研究対象について述べるが、ここでは、まず、本

研究の出発点である、定住外国人に対する情報提供という観点から述べることにする。 
 
3.1 〈やさしい日本語〉の 3 つの柱 

 この観点からした〈やさしい日本語〉には、「初期日本語教育の公的保障の対象」「地域

社会の共通言語」「地域型日本語教育における初級（地域型初級）」という 3 つの柱がある。

以下、それぞれについて、簡単に述べていく。 
 
3.2 初期日本語教育の公的保障の対象としての〈やさしい日本語〉 

 〈やさしい日本語〉が持つ第一の特徴は、「初期日本語教育の公的保障の対象」という点

である。現在、日本では公的には移民の受け入れは認められていないが、移民の受け入れ

を公的に行う場合、大きな問題となるのは言語であり、言語に関する問題をできる限り小
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さくするためには、適切な日本語教育を行う必要がある。特に、外国人の受け入れ時に行

われる初期日本語教育は、公的な資金によって、専門の日本語教師によって行われること

が必要である。その際の教育内容を、限られた時間で最大限の効果が得られるようにする

というのが、〈やさしい日本語〉に課せられた第一の性質である。 
 
3.3 地域社会の共通言語としての〈やさしい日本語〉 

 〈やさしい日本語〉が担う第二の特徴は、「地域社会の共通言語」としての役割である。

定住外国人と地域住民の共通言語となり得るものとしては、論理的には、ａ）英語、ｂ）

通常の日本語、ｃ）〈やさしい日本語〉、が考えられる。 
 このうち、英語が不可であるのは、第一に、岩田（2010）などが示しているように、定

住外国人にとって、英語は必ずしも扱いやすい言語ではない（すなわち、「英語では全くわ

からないが、日本語でなら何とかわかる」という人が定住外国人の多数派である）こと、

第二に、地域住民にとっても英語は扱いやすい言語ではないことによる。 
 次に、通常の日本語、すなわち、日本語母語話者が何の調整も行わないで用いる日本語

はどうかということを考える。実は、これまでの日本社会はこの立場だったと言える。つ

まり、日本語が Native-like に使えるようになった人だけを日本社会に入れてあげるという

立場を取ってきたと言える。しかし、言うまでもなく、こうした考え方は「多文化共生」

とは相容れない（この点についてさらに詳しくは庵（2013:§2）参照）。 
 そうすると、「地域社会の共通言語」が存在するとすれば、論理的に、それは〈やさしい

日本語〉でしかありえないということになる。この点を図示すると次のようになる。 
 

日本語母語話者＜受け入れ側の日本人＞ 
    ↓コード（文法、語彙）の制限、日本語から日本語への翻訳 
   やさしい日本語 
       ↑ミニマムの文法（Step1, 2）と語彙の習得 
日本語ゼロビギナー＜生活者としての外国人＞ 

（図 1）〈やさしい日本語〉が目指すべき社会 
 
もちろん、これは〈やさしい日本語〉が「地域社会の共通言語」になるということを保

障するわけではない。この命題が実現するか否かは今後の日本社会の動き（具体的には、「多

文化共生」という理念に共感する市民の行動）に懸かっている（庵 2013:§2）。 
 
3,4 地域型初級としての〈やさしい日本語〉 

 〈やさしい日本語〉が担うべき第三の機能は「地域型初級」としての役割である。時間

的に、大学や日本語学校で行われている「学校型日本語教育」よりも大きく制限されてい

る「地域型日本語教育」において、実効性のある活動を行うためには、文法項目を大幅に
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刈り込む必要がある。すなわち、「ミニマムの文法」が必要である。この点から、発表者は

いくつかのモデルを提案している。詳しくは庵（2015）を参照されたい。また、このモデ

ルに基づく地域型日本語教育向けの教材に庵監修（2010, 2011）がある。 
 
3.5 居場所作りのための〈やさしい日本語〉 

 以上、〈やさしい日本語〉が持つ 3 つの特徴について述べた。ここでは、これらに共通す

る点について述べることにする。 
 定住外国人にとって、まず重要なのは、日本を「居場所」として感じられることである。

これについて言語面から考えた場合に最も重要になるのは、「母語でなら言えることを日本

語でも言える」ようになることである（この点の重要性についてはイ（2013）も参照）。 
 3.2、3.4 で考える意味の「ミニマムの文法」は、まずはこの点を重視したものである。

さらに、これは、外国人に対する情報提供という点からも重要であり、行政コストを下げ

る効果も大きい。 
 この点から見た〈やさしい日本語〉を「居場所作りのための〈やさしい日本語〉」と呼ぶ。 
定住外国人に対して必要なことは、まずは、その人たちの「居場所」を作ることである。

異国に来て、ことばがよくわからず、生活習慣などの違いもあって、心落ち着かない状態

で、地域日本語教室に来る外国人にとって重要なのは、安心して頼れる「居場所」を得る

ことである。何か困ったことがあったときに、相談に行けば、助けてもらえるという手応

えを得られることである。そうした「居場所」が定まれば、そこから自ずから日本語の「学

習」が始まると考えられる。 
 こうした「居場所」を作るための機能こそ「ボランティア」が担うべき極めて重要な役

割であり、教育は「プロ」が行うべきものである。「居場所」作りにおいて重要なのは、外

国人と、対等で信頼を置ける人間関係（ラポール）を形成できるか否かである。その際に

重要なのは、「教える」ことではなく、「学び合う」という姿勢である。 
 
3.6 公的文書の書き換えと〈やさしい日本語〉 

 本研究では、定住外国人に対する情報提供について考える上で必要な理念として、3.2～
3.4 で 3 つの点を挙げた。これらを踏まえて、本研究ではこれまで、公的文書の〈やさしい

日本語〉への書き換えについて研究してきた。ここではこの点について述べる。 
 
3.6.1 公的文書の書き換えに必要な視点 

 公的文書を書き換える上で重要なのは、必要な情報を残した上で大胆に情報をカットす

るということである。これは、裏返して言えば、公的文書を作成する際にもそうした観点

を踏まえて書くことが重要であるということになる。 
 このことを具体的に言うと、次のようなことが挙げられる（岩田 2016 も参照）1。 
                                                  
1 これに関して、われわれの研究グループと豊橋市役所が協働で作成した〈やさしい日本語〉
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（1）公的文書をわかりやすくするためのポイント 
   a. 読み手が誰なのかを意識する 
   b. 読み手の側から内容をチェックする（cf. 三宮駅の掲示） 
   c. 1 つの文書の長さを A4・1 枚に限定する 
   d. 責任の主体を明示する（受身は可能な限り使わない） 
   e. 読者が何をすればいいかを明記する 
 
さて、このように、公的文書には、必要な情報だけをわかりやすく伝えることが求めら

れるが、こうしたことは、実は、一般の日本語母語話者にとっても重要なことである。一

般に、何らかの情報を他者に伝える際に、書きことばでその情報を適切に伝えられるとい

うことは、現在多くの日本語母語話者に求められているスキルである（庵 2016:6 章 参照）。 
公的文書の書き換え作業は、一般の日本語母語話者にとっても、そうしたスキルをみが

くためのトレーニングになり得る。さらに、宇佐美（2013）が指摘しているように、こう

した書き換え作業は生涯教育の一環となりうるものでもあるし、将来的には小中高の学校

教育にも取り入れるに値するものであるとも言える。こうした点から、〈やさしい日本語〉

をめぐる活動は決して、定住外国人のためだけに限定されたものではないと言える。 
 
3.6.2 NHK の News Web Easy について 

 次に、NHK の News Web Easy2について述べる。 
 このサービスは 2012 年 4 月から本格的に運用が始まったものである（その内容について

詳しくは田中ほか（2013）を参照）。ここでは、このニュースの持つ意義について述べる。 
 このニュースの最も重要な点は、毎日 5 本ずつ、その日のニュースが、原文（テレビで

の読み上げ音声付き）と〈やさしい日本語〉版（人工音声による読み上げ音声付き）で提

供されるということである。 
 現在、BS 放送などで外国人の母語でのニュースにもある程度アクセスできるようになっ

てきているが、英語、日本語以外の媒体で「日本についての情報」を手に入れることはか

なり難しい。その意味で、この放送の持つ意味は非常に大きいと言える。 
 
3.6.3 自治体との協働 

 公文書の書き換えをめぐる第三の点は、自治体との協働の重要性ということである。 
本研究では当初、「書き換え」は作業者が自らの基準で行っていた（文法に関しては、一

定の基準を設けている）。この方式の欠点は、書き換えた文書が自治体によって採用される

かが不明であるということである。この部分が崩れると書き換え作業自体が「絵に描いた

餅」になってしまう。この問題を解決するためには、自治体との協働が不可欠である。本

                                                                                                                                                  
マニュアルがあるので、最後に資料として掲げる。 
2 http://www3.nhk.or.jp/news/easy/ 

http://www3.nhk.or.jp/news/easy/
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研究では、2013 年 4 月から、横浜市との協働で作業を行っている。 
この協働事業は、全国的に見ても先端的なものであり、昨年 12 月 20 日に開催された「多

言語対応・ICT 化推進フォーラム」におけるパネルディスカッション「やさしい日本語の

可能性」（2020 年オリンピック・パラリンピック大会に向けた多言語対応協議会主催）にお

いても横浜市の取り組みが紹介された 3。 
 
４．〈やさしい日本語〉が目指すもの（2）：バイパスとしての〈やさしい日本語〉 

 3 では〈やさしい日本語〉の第一の理念「居場所作りのための〈やさしい日本語〉」につ

いて述べた。本節では第二の理念「バイパスとしての〈やさしい日本語〉」について述べる。 
 3 節でも述べたように、〈やさしい日本語〉は、定住外国人に対する言語保障の手段とい

う観点から出発したものである。そして、この意味の〈やさしい日本語〉の重要性は今後

も変わることはない。しかし、研究を進めるうち、〈やさしい日本語〉という概念をこの意

味に限定すべきではないという結論に至った。 
 その最大の理由は、仮に 3 節で述べたような意味での〈やさしい日本語〉が日本社会に

定着したとしても（それはそれで極めて画期的なことではあるが）、それだけでは、日本社

会が真の意味での「多文化共生社会」になるとは言えないということである。 
 日本が真の意味で「多文化共生社会」と言えるようになるには、定住外国人が、強い意

志を持って頑張れば、日本語母語話者と競争して、日本社会の中で自己実現できる機会が

得られるということでなければならないはずである。もちろん、これは、全ての定住外国

人がそのように行動すべきだということを主張するものではない。しかし、逆に、「定住外

国人は現状のままでいい」ということでもない。「日本社会で自己実現をしたいと考える」

人たち（そのかなりの部分は親の都合で日本で育つことになった子どもたち）にその機会

を言語面から支援する。これがもう 1 つの意味の〈やさしい日本語〉の理念である。 
 
4.1 言語的マイノリティと〈やさしい日本語〉 

 「バイパスとしての〈やさしい日本語〉」は、言語的マイノリティ（少数者）に対する言

語保障として考えられたものである。ここでは、そのうち、定住外国人の子どもたち（外

国にルーツを持つ子どもたち）4とろう児を対象とする場合を取り上げる。 
 
4.2 外国にルーツを持つ子どもたちに対する日本語教育 

 4.1 で述べた理念が正しいとした場合、言語面から考えるべきことはかなりある。ただ、

間違いなく第一に考えなければならないのは、定住外国人が、日本語母語話者に対して持

っている日本語能力上の disadvantage をいかに埋めるかということである。 
 日本語母語話者は日本語を習得するために、6 才ごろまでに 20000 時間程度を要すると

                                                  
3 http://www.2020games.metro.tokyo.jp/multilingual/council/index.html#m05 
4 この子どもたちは、文献によっては「JSL 児童・生徒」と呼ばれることもある。 

http://www.2020games.metro.tokyo.jp/multilingual/council/index.html#m05
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されている。一般の「初級」修了に必要な時間数が 300 時間であるとされていることを考

えると、Native が形成されるのにいかに多くの時間が必要であるかということがわかる。 
 そうであるとすれば、現行の方法で進めていたのでは、必要な言語能力を与えられた時

間内に身につけることは困難である。例えて言えば、100 メートル競走において、外国にル

ーツを持つ子どもたちが日本語を学び始めたときに、日本語母語話者はもう 50 メートルぐ

らいの位置に来ているということである。このことから、彼／彼女たち向けには日本語教

育上の「バイパス」が必要であると言える。そして、そうした「バイパス」を作るために

は、日本語母語話者と全ての点で同じとは言えないが、4 技能上「上級」と言えるレベルま

で相当早く進めるような、初級から上級までを見据えたコースデザインが必要である。な

ぜなら、日本語母語話者の子どもたちは小学校卒業レベルでも完全に「上級」の日本語の

知識を身につけており、その知識をもとに、中学校、高校でより抽象的な知識を身につけ、

大学を受験し、大学に入って、就職するというパターンを踏んでいるわけであるから、ま

ずは、そのスタートラインである小学校卒業レベル程度の上級の日本語の知識をできる限

り早く身につけられなければ、まともな競争ができないのは自明であろう。 
 外国にルーツを持つ子どもたちに対する日本語教育において、まず必要となるのは高校

進学率を高めることである。現在の日本の教育システムでは、日本人の子どもたちは中学

校までが義務教育であるのに対し、彼／彼女たちの場合はそうではない。そうしたことも

あって、彼／彼女たちの高校進学率は 30％程度だと見られている。これは、日本人の子ど

もたちの進学率が 90％を越えることに比べ歴然とした差である。まずは、この差を少しで

も埋めることを目指さない限り、真の意味の「多文化共生社会」は実現し得ない。 
 以上のことから、「バイパスとしての〈やさしい日本語〉」という観点からは、高校進学

率を高めることを目的とした教材を開発することが喫緊の課題であると言える。 
 
4.3 ろう児に対する日本語教育 

 バイパスとしての〈やさしい日本語〉が求められる第二の対象は、ろう児である。彼／

彼女たち（のうち、日本手話を第一言語とする者）にとって、習得しなければならないの

は、書記日本語である（庵 2016:5 章参照）。言い換えれば、彼／彼女たちにとって、（書記）

日本語は第二言語なのである。にもかかわらず、これまで、彼／彼女たちに対する日本語

の教育は、第二言語習得や日本語教育という枠組みとあまり関係のない形で行われてきた。 
 もちろん、ろう児の日本語教育は、音声をともなわないという点で、聴児の第一言語習

得や成人の第二言語習得とは異なる部分を持つことは十分予想される。しかし、その一方

で、もし、ろう児が一般的な認知能力（言語能力はその一部である）において、聴児と遜

色がなく、かつ、第一言語としての日本手話において、言語に関する知識を成人の第二言

語学習者と同様に持っているとすれば、彼／彼女たちに対する言語教育は、基本的に、成

人に対する日本語教育と同様の枠組みで行うことが可能になると考えられる。 
 



8 
 

５．おわりに：自治体と〈やさしい日本語〉 

 本発表では、〈やさしい日本語〉研究の発展の軌跡に沿って、〈やさしい日本語〉研究が

対象とする内容を概観してきた。 
 〈やさしい日本語〉は自治体から見ても重要性を持っている。3.6 で見たような形で、定

住外国人に適切に情報が提供できれば、行政にかかるコストを大幅に減少させることが可

能になってくる。また、4 で取り上げた、外国にルーツを持つ子どもたちやろう児に対する

日本語教育が成功し、彼／彼女たちが tax-payer となっていけば、財政面でもその意味する

ところは大きいと言える。 
 3.2 で述べたように、初期日本語教育は基本的には国によって公的に保障される必要があ

るなど、本発表で述べた内容は、国の施策に依存する部分も大きい。しかし、一方で、定

住外国人は一義的には地方自治体に属する市民であり、彼／彼女たちと直接的に関係を持

つのは地方自治体である。そうした面からの彼／彼女たちへの支援が必要であり、その際

に〈やさしい日本語〉の理念は（極めて）有効であると考えられるのである。 
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付録 

 「「やさしい日本語」を使ってみよう～外国人に分かりやすい・伝わりやすい日本語～」

（豊橋市役所作成）より抜粋 
 
書き換え編 
〈やさしい日本語〉に書き換えるときは必ずしも原文全てを忠実に書き換える必要はあ

りません。一番大切なことは、どうすれば伝わりやすいか「相手の立場に立って考える」

ことです。 
 
★情報を取捨選択し、一文を短く 
 想定する読み手を絞って、相手に何を促したいのか、という視点から整理します。その

際、不必要な情報は思い切って削ります。 
★結論や大切な情報は、なるべく文書の最初に書く 
一番伝えたいことは先に明示します。また下線や枠囲いなどで強調することも有効です。 

★必要に応じて補足情報を加える 
それだけでは意味が理解しにくいものは、（）書きなどで補足の説明を加えましょう。ま

た、★や※などで注記するのも有効な手段です。 
（例）高台（高いところ）、土足厳禁  ※靴を履いてはいけません 

★図やイラストを活用する 
 難しい漢字や意味も一目で理解出来ます。（例）天麩羅 
★文末を統一する 
文末を統一することで、読みやすくなります。 

★漢字等にはひらがなでルビを振る 
漢字にはひらがなでルビをふりましょう。 
カタカナ英語や擬音・擬態語も使わないようにします。 
（例）キャンセル⇒やめる 

     頭がガンガンする⇒頭が痛い 
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会話編 
外国人に関わらず、会話においてもっとも大切なことは「相手を思いやる態度」です。

下記に会話の際のいくつかのポイントをあげますのでこれらを意識して話してみましょう。  
 
★説明は短く簡潔に 
 簡潔に話すほうが、聞いていて理解がしやすいものです。 
★会話の途中で「分かりますか？」と確認する 
会話は文章と異なり、相手の理解度を確認しながら話すことができます。長い説明のと

きでも、その都度確認しながら進めます。 
★分かっていないと感じたら、別の言い換えを行う 
理解していないと感じたら、どんどん別の言葉で言い換えてみます。 
（例）公共交通機関を利用してください 

     ⇒バスやタクシー、電車で来てください 
     ⇒自分の車で来てはダメです 
★相手の表情や反応を見ながら話す 
 会話では相手の態度や表情からもいろいろと分かります。 
★ゆっくりはっきり発音する 
ゆっくりはっきり発音することで理解しやくなります。 

★資料や図を活用する 
ことばで伝わらない場合は、その場で図や資料などを活用します。 

★難しい単語や言い回しは使わない 
（例）納付してください⇒お金を払ってください 

     ご用件は何ですか？⇒どうしましたか？ 
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